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c
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c

c
c
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c
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c
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c
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c
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児
童
扶
養
手
当 

　
現
況
届
を
忘
れ
ず
に
！

現
況
届
は
、
毎
年
８
月
１
日
の

状
況
に
よ
り
、
児
童
扶
養
手
当
を

引
き
続
き
受
け
ら
れ
る
か
ど
う
か

を
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。

提
出
さ
れ
な
い
と
、
８
月
分
以
降

の
手
当
が
支
給
で
き
な
く
な
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

な
お
、
前
年
の
所
得
な
ど
に
よ

り
支
給
が
停
止
さ
れ
て
い
る
方
も

現
況
届
の
提
出
が
必
要
で
す
。

◆
提
出
書
類

①
必
ず
持
参
い
た
だ
く
も
の

・
現
況
届
（
住
所
、
氏
名
、
振
込

先
の
口
座
、
連
絡
先
を
確
認
し

て
く
だ
さ
い
）

・
印
鑑
（
朱
肉
を
使
う
も
の
）

②
該
当
さ
れ
る
方
の
み
提
出
い
た

だ
く
も
の

・
児
童
扶
養
手
当
証
書
（
全
部
停

止
の
方
を
除
く
）

・
平
成
25
年
度
児
童
扶
養
手
当
用

所
得
証
明
書
（
平
成
25
年
１
月

２
日
以
降
に
転
入
さ
れ
た
方
）

・
養
育
費
等
に
関
す
る
申
告
書

（
配
偶
者
が
死
亡
さ
れ
た
方
な

ど
は
除
く
）

・
一
部
支
給
停
止
適
用
除
外
事
由

届
出
書
お
よ
び
関
係
書
類
（
支

給
開
始
か
ら
５
年
を
経
過
し
た

方
な
ど
）

・
そ
の
他
申
立
書
（
児
童
と
別
居

し
て
い
る
方
な
ど
）

◆
手
当
額

手
当
額
は
、
受
給
者
本
人
お
よ

び
扶
養
義
務
者
の
前
年
の
所
得
額

（
養
育
費
を
含
む
）
に
よ
り
決
定

し
ま
す
。

①
全
部
支
給
の
場
合
＝
４
万
１
４

３
０
円
（
平
成
25
年
10
月
以
降

は
４
万
１
１
４
０
円
）

②
一
部
支
給
の
場
合=

９
７
８
０

円
～
４
万
１
４
２
０
円
（
平
成

25
年
10
月
以
降
は
９
７
１
０

円
～
４
万
１
１
３
０
円
）

※�

第
２
子
は
月
額
５
０
０
０
円
、
第

３
子
以
降
は
１
人
に
つ
き
月
額

３
０
０
０
円
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

※�

４
月
・
８
月
・
12
月
の
年
３
回

に
、
支
払
い
月
の
前
月
分
ま
で

が
支
給
さ
れ
ま
す
。

③
全
部
支
給
停
止
の
場
合=

０
円

◆
提
出
期
間

８
月
１
日
㊍
～
30
日
㊎

◆
休
日
受
付

８
月
25
日
㊐

８
時
30
分
～
17
時
15
分

※�

本
納
支
所
で
は
休
日
受
付
を
行

い
ま
せ
ん
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

市
子
育
て
支
援
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
７
３
、Ｆ
⒇
１
６
１
０
へ
。

市
民
バ
ス 

運
休
期
間
の
お
知
ら
せ

市
民
バ
ス
（
南
部
コ
ー
ス
・
東

部
コ
ー
ス
・
北
部
コ
ー
ス
［
Ｊ
Ｒ

外
房
線
以
東
］）
は
、
10
月
か
ら
経

路
・
運
行
日
の
見
直
し
を
し
ま
す
。

そ
の
移
行
準
備
期
間
と
し
て
次

の
通
り
全
コ
ー
ス
を
一
時
運
休
し

ま
す
。

◆
運
休
期
間

９
月
24
日
㊋
か
ら
30
日
㊊
ま
で

利
用
者
の
皆
さ
ん
に
は
ご
不
便

を
お
か
け
し
ま
す
が
、
ご
理
解
、

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

な
お
、
市
民
バ
ス
（
西
部
コ
ー

ス
・
北
部
コ
ー
ス
の
一
部
）
は
、

運
休
期
間
の
後
、
広
報
も
ば
ら
６

月
15
日
号
に
て
お
知
ら
せ
し
た

「
デ
マ
ン
ド
型
乗
合
タ
ク
シ
ー
」

の
実
証
運
行
へ
移
行
し
ま
す
。

お
問
い
合
わ
せ
は
、

市
生
活
課
（
２
階
）

☎
⒇
１
５
０
５
、Ｆ
⒇
１
６
０
０
へ
。

善
意
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す

（
敬
称
略
）

・
市
へ

ダ
ン
ス
サ
ー
ク
ル
ガ
ー
ベ
ラ

（
１
万
円
）

平成26年度茂原市職員を募集します
◆試験区分・採用予定人員および受験資格 ◆試験日・試験科目・試験会場

　第１次試験（一般教養・作文）
　９月22日㊐
　第２次試験（集団討論・適性検査）
　10月19日㊏または20日㊐
　第３次試験（個別面接）
　11月16日㊏または17日㊐
　※各試験とも、試験会場は茂原市役所です。
◆申込方法
　��　所定の申込書（市職員課と本納支所で７月
16日㊋から土日を除き配布）に必要事項を記
入し、市職員課へ持参または郵送。
◆受付期間
　８月１日㊍～16日㊎（土日を除く）
　８時30分～17時
　※郵送で申し込む場合は、８月16日㊎必着
　詳細については、申込書配布時にお渡しする
「平成26年度茂原市職員募集要項」または市ホー
ムページで確認してください。

お問い合わせは、市職員課（４階）　☎（20）1518、Ｆ（20）1602へ。

試験区分 採用予定人員 受　験　資　格

一般事務職
上級 6人程度

昭和58年４月２日から平成４年４月１日までの間に生まれ
た方で、学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）を卒業
した方または平成26年３月末までに卒業する見込みの方

初級 1人程度 平成４年４月２日から平成８年４月１日までの間に生まれた方

土木技術職
上級 4人程度

昭和58年４月２日から平成４年４月１日までの間に生まれ
た方で、学校教育法に基づく大学（短期大学を除く）で「土
木」の専門課程を修了し卒業した方または平成26年３月末
までに修了し卒業する見込みの方

初級 1人程度 平成４年４月２日から平成８年４月１日までの間に生まれた
方で、「土木」の専門課程を修了または修了見込みである方

建築技術職 1人 昭和53年４月２日以降に生まれた方で、「建築」の専門課程
を修了または修了見込みである方

保　健　師 2人
昭和53年４月２日以降に生まれた方で、保健師の資格を有
する方または平成26年３月末までに保健師の資格取得見込
みの方

保　育　士
幼稚園教諭 7人

昭和53年４月２日以降に生まれた方で、保育士および幼稚
園教諭の資格を有する方または平成26年３月末までに保育
士および幼稚園教諭の資格取得見込みの方

※採用予定人員は、今後の退職者等の状況により変更になる場合があります


